
 

浜田市行政組織条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和 7 年 3 月 21 日 

 

 浜田市長 久保田 章 市 

 

浜田市条例第 5 号 

 

 

  



 

浜田市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

浜田市行政組織条例（平成 17 年浜田市条例第 16 号）の一部を次のように

改正する。 

第 2 条の表総務部の項中第 12 号を第 13 号とし、第 7 号から第 11 号まで

を 1 号ずつ繰り下げ、第 6 号の次に次の 1 号を加える。 

⑺ 情報化の推進に関すること。 

第 2 条の表地域政策部の項中第 6 号を削り、第 7 号を第 6 号とし、第 8 号

を第 7 号とする。 

附 則 

この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 


